
ONE-Stepは、お客さまとそのご家族の

ノンフリート保険期間通算特則
現在、他の保険会社でご契約の自動車保険契約を期間の途中で解約して、解約日から前契
約のご契約期間の末日※までの短期契約で新たに損保ジャパンでご契約いただいたときは、
2つの契約のご契約期間を通算して1年とみなし、翌年度のご契約時（損保ジャパンでのご
契約にかぎります。）の等級および事故有係数適用期間を決定します。
※前契約のご契約期間が1年超である場合は、日立保険サービスまたは損保ジャパンまでお問い合わせください。

★「お～とめいと」は、日立製作所および連結決算対象会社の従業員退職者の方にご加入いただける団体扱自動車保険のペットネー
ムです。
★「ONE-Step」は、損保ジャパン「個人用自動車総合保険」のペットネームです。
★このパンフレットは、「個人用自動車総合保険」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」「重要事 
項等説明書」をご覧ください。なお、ご不明の点は、最寄りの日立保険サービスまたは損保ジャパンにお問い合わせください。
★損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・ 
提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシ
ティブ情報）については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンの
ホームページ（http://www.sompo-japan.co.jp）に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、日立保険サービスまたは       
損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
保険金・返れい金等の支払に関する留意事項のご説明
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定め 
る手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結さ 
れたり、金額が削減されることがあります。
ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等 
の8割まで（ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、日立保険サービスまたは損保ジャパンまでお問い合わせください。

★日立保険サービスは、損害保険代理業、生命保険募集に係る業務を主とした事業活動に関して、個人情報を
次の目的の達成に必要な範囲でのみ取得し、利用するものとします。また、ご本人さまに個人情報を提供い
ただく場合には事前にその取得・利用目的を明示し、ご本人さまに同意をいただくものとします。
a. ご本人さま、またはお客さまとの商談、打合せのための連絡
b. 商品、サービスのご提案
c. 各種会員制サービスの提供
d. アンケートをもとにしたサービスを向上させるための分析
e. 各種お問い合わせへの対応
f. 日立保険サービスが日立グループ会社と共同して事業活動を遂行する場合における日立グループ    
会社への個人情報の提供

日立保険サービスは、あらかじめご本人さまの事前の同意を得ないで、ご本人さまの個人情報を第三者に 
提供しません。
詳しくは、日立保険サービスホームページ（http://www.hitachi-hoken.co.jp）に掲載の「個人情報保護
に関して」をご覧くださるか、日立保険サービスまでお問い合せください。

〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1　TEL.03（3349）3111
ホームページアドレス　http://www.sompo-japan.co.jp

お問い合わせ先（取扱代理店）

ホームページアドレス　http://www.hitachi-hoken.co.jp

【引受保険会社】

☆日立保険サービスは損保ジャパンとの委託契約にもとづき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、
保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、日立保険サービスとご締結い
ただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
☆保険証券（または保険契約継続証）は大切に保管してください。また、ご契約手続き後、１か月経過しても保険証券（また 
は保険契約継続証）が届かない場合は、日立保険サービスまたは損保ジャパンまでお問い合わせください。
☆お客さま（保険のご契約者）以外に保険の対象となる方（被保険者）がいらっしゃる場合は、その方にもこのパンフレットに
記載された内容をお伝えください。

等級別料率制度
所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下（ノンフリート契約）の場合は、1～20等級の区分、事故有係数適用期間※により保険料が割引・割増される制度を適用しています。

ご契約の自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、記名被保険者の
海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断される場合は、ご請求により「中断証明書」を発
行することができます。これにより一定の条件を満たす場合は、中断後の新たなご契約に対
して、中断前のご契約の等級や事故件数などに応じた所定の等級を適用することができます。

ご契約の中断制度

原則として、ご契約の中断日（ご契約の解約日またはご契約期間の末日）から13か月 
以内に日立保険サービスまたは損保ジャパンにご請求がない場合は、「中断証明書」を
発行することができませんのでご注意ください。なお、ご契約が解除された場合は「中
断証明書」を発行することができません。
中断前のご契約の等級を適用する場合は、所定の事故有係数適用期間も同時に適用します。
中断前のご契約のご契約期間の初日が平成24年9月30日以前の場合は事故有係数
適用期間がありませんが、等級すえおき事故とノーカウント事故以外の事故があり、損
保ジャパンと締結する中断後の新たなご契約のご契約期間の初日が平成25年10月1
日以降の場合は、事故有係数を適用します。

ご注意

●等級については、継続前のご契約の等級に対して、1年間無事故の場合は「1」を加え、3等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「3」を引き、1等級ダウン事故が
あった場合は事故件数1件につき「1」を引きます。等級別の割増引率は【表3】、【表4】をご参照ください。

●事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて以下のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。

継続契約は継続前のご契約に適用されている等級および事故有係数適用期間と同一になります。ただし、継続前のご契約に事故がある場合は、その事故件数に応じた等級お
よび事故有係数適用期間が適用されます。

継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場合であっても、継続契約のご契約期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた「継続前のご契約の前のご契約」以前に
事故有係数適用期間の適用があったときは、そのご契約以降のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、継続契約の事故有係数適用期間を決定します。

継続前のご契約の事故にかかわらず事故有係数適用期間は0年※として現行係数に対応する割増
引率を適用します。
※以下の①、②の場合で、3等級ダウン事故または1等級ダウン事故があったときは継続契約に適用する事故有係
数適用期間が1～6年となりますので、【表4】の事故有係数に対応する割増引率を適用します。
①ご契約期間の初日が平成24年10月1日以降のご契約を解約または解除（ご契約期間の初日が平成24年
10月1日以降の1年未満のご契約を含みます。）されて新たにご契約する場合

②継続前のご契約のご契約期間の末日が平成25年10月1日以降であり、平成24年10月1日以降に解約ま
たは解除されて新たにご契約する場合（中断証明書を使用して新たにご契約する場合は除きます。）

事故有係数適用期間が0年の場合は無事故係数、1～6年の場合は事故有係数に対応する割増引
率を適用します。

ご注意

1. 一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。  
2. 6（S）等級でも事故有係数適用期間が1～6年の場合は、ご契約期間の初日が平成24年10月1日～平成25年9月30日であっても【表2】の割増引率を適用します。

ご注意

他の保険会社でご契約の自動車保険契約において事故が発生していない場合にかぎります。
現在のご契約の解約日と損保ジャパンのご契約期間の初日が同日付でない場合は、  
この特則は適用できません。
現在のご契約を解約し、新たにご契約いただく場合は、補償内容や保険料が変更とな 
る場合があります。

ご注意

等級

6（S）

年齢条件
全年齢補償 21歳以上補償 26歳以上補償 35歳以上補償

割増引率 25％割増 10％割増 5％割引

●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官
の指定を受けた指定紛争解決機関である一般
社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契
約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題
を解決できない場合は、一般社団法人日本損害
保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
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1. 前契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、損害保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には、未払事故および未請求
事故も含みます。

2. 等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
3. 以下の場合は、継続手続きをされた後であっても等級および事故有係数適用期間を訂正し、差額の保険料を請求または返還させていただきます。

 ● 事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金をお支払いする責任のない事故であることが確定した場合
 ● 連絡がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場合　 ● 継続前のご契約が解除された場合　　　　　　　　　など

ご注意

※事故有係数適用期間＜保険契約申込書（または契約更新確認書）、保険証券（または保険契約継続証）などでは「事故有期間」という略称を使用していることがあります。＞
事故があった場合に「事故有の割増引率」を適用する期間（ご契約期間の初日における残り適用年数）を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故係数    
（ご契約期間の初日が平成24年10月1日～平成25年9月30日の場合は現行係数）」、事故有係数適用期間が1～6年の場合は「事故有係数」を適用します。

【表1】ご契約期間の初日が平成24年10月1日～平成25年9月30日のご契約の割増引率

等級

6（S）

年齢条件
全年齢補償 21歳以上補償 26歳以上補償 35歳以上補償

割増引率 28％割増 3％割増 9％割引
7（S） 割増引率 10％割引 15％割引 28％割引 7（S） 割増引率 11％割増 11％割引 40％割引

等級
割増 割引

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206（F）7（F）

64 28 12 2 13 40 41 43 46 47 48 49 50 52 55 57 59 6319 28
無事故係数に
対応する

割増引率（%）

64 28 12 2 13 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 4419 20
事故有係数に
対応する

割増引率（%）

【表2】ご契約期間の初日が平成25年10月1日以降のご契約の割増引率

等級
割増 割引

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206（F）7（F）

52 26 10 1 10 28 33 37 40 44 47 50 52 55 57 59 61 6317 23割増引率（%）

1. 一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
2. 継続前のご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。

ご注意
1. 一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
2. 継続前のご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。

ご注意

【表3】ご契約期間の初日が平成24年10月1日～平成25年9月30日のご契約の割増引率 【表4】ご契約期間の初日が平成25年10月1日～平成26年9月30日のご契約の割増引率

初めて契約される場合

継続して契約される場合（他社からの切替契約を含みます。）
①継続前のご契約のご契約期間の末日または解約日の翌日から起算して7日以内に継続契約がある場合
ご契約期間が1年のご契約を継続して契約される場合

②継続前のご契約のご契約期間の末日または解約日の翌日から起算して7日以内に継続契約がない場合
　原則として7等級以上の等級を継承することができず、事故有係数適用期間は「1年」引きません。

ご契約期間が1年未満の短期契約（お客さまからのお申し出により解約され、ご契約期間が1年未満となった場合を含みます。）を継続して契約される場合

継続前のご契約の事故有係数適用期間が1～6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」引いた後に、3等級ダウン事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故件数1件  
につき「1年」加えます。
継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」加えます。

 ● 

 ● 

ONE-Step（団体扱自動車保険）

団体扱自動車保険の概要
1. 対象となるお客さま

3. 退職後のお取扱い

団体扱割引率は、事故の実績（保険会社の収入保険料に対するお支払いした保険金の割合）およびご契約加入台数の実 
績により算出され、4月1日～翌年3月31日までの始期の契約に適用されます。なお、事故の実績が高くなった場合は、割
引率がダウンすることがあります。

退職後も口座振替方式に切り替えることによって継続して団体扱で保険にご加入いただけます。
25％の団体扱割引も適用となります。
※在職中に1年以上ご契約されていてかつ退職後も継続加入を希望される方で、引き続きご本人が保険契約者となる場合にかぎります。
※保険料のお支払いは、現金・クレジットカード払でのお取り扱いはできません。

4. 他社の等級別割引継承について
日立保険サービスが取扱う団体扱自動車保険に切り替えた場合は、他の保険会社やJA共済・全労済等で適用され 
ていた等級別の割増引がそのまま継承されます。

2. 団体扱割引率

※「お～とめいと」は日立保険サービスがご案内する団体扱自動車保険のペットネームです。
「お～と」は自動車「AUTO」、「めいと」は仲間「MATE」。「皆様にとって一番身近であんしんな自動車保険」     
という気持ちを込めております。

日立製作所およびグループ会社（連結決算対象会社）で日立製作所が認める企業が対象となります。

ご契約者

記名被保険者
車両所有者

ご家族などの場合は、ご契約者との続柄に
ご注意ください。

対象となる方 対象とならない方の例ご注意

対象とならないケースに変更となった場合は日立保険サービスへご連絡ください。ご注意

 ・ 別居の結婚しているお子さま
 ・ 別居の扶養していないご父母
 ・ 別居の就職しているお子さま　
  など

上記企業の従業員さま
および退職者さま

次のいずれかに該当する方
 ・ご契約者ご本人
 ・ご契約者の配偶者
 ・ご契約者またはその配偶者の同居のご親族
 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族

 ・上記企業に勤務していない方
　（ご家族、取引業者など）
 ・上記企業に引き続き雇用される期間が1年 未満の方
（アルバイト・臨時雇の方など）　
　 など

右記に該当する方ご本人のみが対象となり
ます。（ご家族などは対象外）

平成25年4月改定

ご契約の満期時には更改後の契約プランをお客さまにご案内いたしますので、内容をご確認のうえ満期日の１か月前まで
に更改手続きをお願いします。
（注）ONE-Stepでは、ご契約の更新時に万が一お客さまと連絡が取れないような場合に備え、5等級以下の契約や明細書付契約など一部の契約を除き、   

安心更新サポートが必ず付帯されています。これによりお客さまのご意思に反して保険が途切れないように、損保ジャパンまたはお客さまのいずれか  
からの申し出がないかぎり、更新前契約と同等条件（※）にて契約を更新させていただきます。なお、長期分割払のご契約は安心更新サポートの対象に  
なりませんのでご注意ください。

（※）車両保険の保険金額については、更新時のご契約の自動車と同等の自動車の市場販売価格相当額に見直したうえでの更新となります。また、ご契約   
の内容により、その他の契約条件も一部変更させていただく場合があります。

安心更新サポート

★24時間365日全国どこからでもつながります。
★事故対応に際しては、プライバシーを守ります。
★万一の時は、専門家にお任せを!!
★事故に遭われた場合、優良修理工場をご紹介いたしますので、ご相談ください。 な対応をいたします。

日立保険サービス事故受付センター
もしもの時もあんしん体制

0120-403-117
親切親切 丁寧丁寧 迅速迅速

®

（事故連絡フリーダイヤル）

1.

2.
3.

1.
2.

3.

カーライフを応援する保険です。

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（http: //www.sonpo.or.jp/）
● PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
● おかけ間違いにご注意ください。

　　　  0570-022808
【受付時間】 ◆平日：午前9時15分～午後5時（土日祝日・年末年始は休業）

＜通話料有料＞

2525

契約期間中に下記の変更がございましたら、契約内容の変更手続きが必要です。
日立保険サービスまでご連絡ください。

上記をはじめ
自動車の買替

運転者年齢条件等の変更

ご住所の変更 記名被保険者
（ご契約の自動車を主に使用される方）の変更

自動車の譲渡・廃車

日常レジャー

通　勤

業　務

ONE-Stepの対象車種・・・・・・自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン以下）、
自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン超2トン以下）、特種用途自動車（キャンピング車）の自家用8車種

使用目的の変更

●用途・車種を変更する場合
●登録番号を変更する場合
●危険物を積載する場合

●競技・曲技などに使用する場合
●他の自動車保険を契約する場合（共済を含みます。）
●高額な付属品を装着する場合（カーナビゲーションシステム等）など

ご契約の自動車が事故や故障で自力走行でき
なくなった場合のサービスです。

ロードアシスタンスロードアシスタンス
インターネットで毎日の交通安全を考えるサ
イトです。

ONE-Stepにご加入いただいているお客さま
を対象に、ステイ&トラベル、ゴルフ、レジャー
など、カーライフがハッピーになるおトクな   
サービスをお届けしています!

HIS13-01-015（B）



契約条件契約条件 ひとりひとりのご契約条件をさらにきめこまかく!

自動車を運転される方は?

自家用乗用車だけでなく、自家用貨物車やキャンピング車にも運転者年齢条件が適用されます。!
●運転者年齢条件特約　同居のご親族で、ご契約の自動車を運転される最も若い方は、何歳ですか？

●記名被保険者年齢別料率制度
　「26歳以上補償」「35歳以上補償」において、記名被保険者の年齢層別に料率区分を設定します。

※ 「ご家族」とは、① 記名被保険者、② ①の配偶者、③ ①または②の同居のご親族、④ ①または②の別居の未婚のお子さまをいいます。

（注）記名被保険者年齢別区分は保険料算出のための区分ですので、年齢条件区分とは異なり保険の補償内容とは関係ありません。

（注）通勤か通学の最寄り駅などへの送迎は含みません。
※年間（使用日時点以降1年間）を通じて月15日以上ご使用になる場合で誤った
使用目的でご契約になった場合、事故発生時に保険金をお支払いできない場 
合がありますのでご注意ください。

免許証の色は?自動車の使用目的は?

52歳 50歳

24歳
（同居の子）

ここをチェックしてください！ 年齢条件に関係なく補償

〈臨時運転者〉
どのような人が運転しても大丈夫！

運転者限定特約を付帯されない場合の年齢条件設定方法

23歳 21歳
（友人・知人）（別居の子）同居のご親族の中で自動車を運転される可能性のある最も

若い方の年齢に合わせて年齢条件を設定すればＯＫ

運転者の年齢条件を適用するのは① 記名被保険者　② ①の配偶者　③ ①または②の同居のご親族　まで
です。別居のお子さまや友人・知人（臨時運転者）については年齢条件に関係なく補償されます。

◆運転者年齢条件特約の年齢条件は、
ご本人・配偶者・同居のご親族等
の一定の範囲に限定して適用し、
範囲外の方が運転される場合は
その方の年齢にかかわらず補償
の対象とします。

運転者の範囲限定

保険料3％程度割引

運転者限定特約（家族）

（注）ご家族以外の方が運転されている間の事故については補償されません。 （注）「ご本人（記名被保険者）およびその配偶者」以外の方が運転されている間
の事故については補償されません。

保険料7％程度割引

お客さまの自動車・ご契約条件に合わせて割引が適用されます。

■対物全損時修理差額費用特約（オプション） ■事故・故障時代車費用特約（オプション）
ご契約の自動車が事故・故障またはトラブルにより走行不能
となり、かつレッカー車などで運搬された場合、または事故に
よりご契約の自動車に損害が生じた場合に、修理などでご契
約の自動車を使用できない期間など所定の期間のレンタカ
ーなどの代車費用をお支払いする特約です（お支払いの対象
となる期間は、「代車のご利用開始日からその日を含めて30
日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。）。

■車両新価特約（オプション）
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価
格相当額の50％以上となった場合で、自動車を再取得された
ときは、再取得費用（新車価格相当額を限度）に再取得時諸費
用保険金を加えてお支払いする特約です。（自動車を修理され
たときは、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いします。）

■人身家族おもいやり特約（オプション）
対物事故で相手の自動車の修理費※が時価額を超え、お客さまがその差額を負 
担した場合、その差額費用を補償します。ただし、修理費※と時価額の差額部分   
にお客さまの過失割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
※修理費とは、実際に修理を行った場合で相手の自動車を事故発生直前の状態に復旧するために
必要な費用をいいます。

ご契約の自動車が全損（修理費が車両
保険金額以上となる場合をいいます。）
になり、実際に修理された場合は、車両
保険金額に50万円を加えた額を限度
として保険金（修理費）をお支払いする
特約です。

相手への賠償相手への賠償 対人賠償責任保険
対物賠償責任保険 ご自身のけがご自身のけが 人身傷害補償保険 お車の補償お車の補償 車両保険

事故などによるご契約の自動車への損害は想像以上に高額となります。

車両保険の自己負担額（免責金額）の主なパターンは以下の通りです。

定額方式（事故回数に関わらず） 増額方式

0万円
5万円※

10万円

（1回目）
0万円
5万円※

－　 10万円
－　 10万円

※ 「車対車自己負担なし特約」を付帯することにより、他の自動車との衝突事故で相手
を特定できる場合にかぎり、自己負担なしとできます。

（注） 車対車の事故などで相手側に過失があり、相手からの賠償金額が自己負担額以上と
 なった場合には、自己負担額を設定していても自己負担は発生しません。

補償範囲 自己負担額（免責金額）

ご契約の自動車が、事故・故障またはトラブルにより走行不能※1となった場合、ロードアシスタンス専用デスクにお電話ください。
ロードアシスタンス業者にお取次ぎし、レッカーけん引や30分程度の応急処置などを手配します。

ロードアシスタンス

●お客さまご自身の過失分による損害を含めて補償します!

●自動車に搭乗されている方はもちろん、ご自身とご家族については歩行中の自動車事故、
　さらには犯罪被害事故まで補償します！ （日本国内における事故のみ）

賠償金
3,000万円

（2,000万円）お客さま
ご自身の損害額
5,000万円

人身傷害補償保険で
まとめてカバー！
（保険金額限度）

過失割合
相手60%  
お客さま40%

今まではお客さまの自己負担

補償範囲にあわせて
加入方法は2種類から
お選びいただけます

人身傷害（車外危険補償）
人身傷害（搭乗中のみ補償）

ご契約の自動車に搭乗されている方

○
○

○
×

お客さまご自身およびご家族※1の方

○
×

○
×

○
ご契約のお車搭乗中のみ補償

●相手方とのわずらわしい交渉は不要。保険金の先払いも可能です！

さらにあんしん！さらにあんしん！さらにあんしん！

人身傷害補償保険

■弁護士費用特約（オプション）
お客さま、そのご家族またはご契約の自動車に搭乗中の方などが、赤信号で停車
中に追突されてけがをしたなど所定の被害事故に遭い、相手方に対する損害賠 
償請求について弁護士に委任した場合の費用等を300万円限度に補償します。
法律相談費用については別枠で10万円限度に補償します。
（注）業務に使用する財物の被害は補償の対象外です。

ただし、ご契約の自動車の被害は対象となります。

対人・対物賠償責任保険は、あんしんな「無制限」補償をおすすめします。
示談交渉サービスが付帯されていますので、あんしんして
お任せいただけます。

ご契約の自動車の所有・使用または管理に起因して、他人の
生命または身体を害すること（対人賠償事故）、他人の財物を
滅失・破損すること（対物賠償事故）により、被保険者が法律
上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し
て保険金をお支払いします。

車両保険でお支払いの対象となる費用については、保険金でお支払いします。そのため、車両保険でお支払いした場合は、等級別料率制度における事故の件数にカウントされ、翌年の等級が下がることがあります。!

ご契約の自動車搭乗中の
事故への補償

他の自動車※2搭乗中の
事故への補償

犯罪被害事故への補償

（2回目以降）

※ご契約期間の初日の属する月が自動車の初
度登録年月から25か月を超えている場合に
付帯できます。

※ご契約期間の末日がご契約の自動車の初度登録年月から37か月以内
にある場合に付帯できます。
※盗難による損害はこの特約の対象外です。

■車両全損修理時特約
　（オプション）

自己負担額は“自己負担なしの
自己負担額ゼロ”をおすすめします。自己負担額0

ファミリーバイクをお持ちの方に

原動機付自転車（125cc以下）に乗っているときの事故を補償します。
●対象となるバイク…125cc以下の二輪自動
車および50cc以下の三輪以上の自動車（借
りたバイクも含みます。）
●運転者の条件…お客さまご自身およびご家族※

●補償内容
　ファミリーバイク特約（人身）では対人・対物賠償事故、人身傷 
害事故のみ補償されます。
　ファミリーバイク特約（自損）では対人・対物賠償事故、自損傷 
害事故のみ補償されます。

ファミリーバイク特約（オプション）

●

●

記名被保険者またはそのご家族が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合、同じ特約を付帯す
ると補償が重複することがありますのでご注意ください。！

お客さまご自身またはご家族のいずれかの方が、人身傷害補償保険の適用された自動車保険を既にご契約の場合、車外危険の補償が重複することがありま
す。この場合、「人身契約自動車搭乗中のみ特約」を付帯することにより補償の重複をなくすことができます。
（注）記名被保険者によってご家族の範囲が異なることがありますので、既にご契約の自動車保険と記名被保険者が異なる場合は、ご家族の範囲にご注意ください。

！

記名被保険者またはそのご家族が、ファミリーバイク特約を付帯した自
動車保険を既にご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複するこ
とがありますのでご注意ください。

！

人身傷害補償保険のお支払いの対象となる事故で、被保険者が所定の
重い後遺障害を被り、かつ介護が必要な状態と認められる場合に、介護
支援保険金をお支払いする特約です。また、扶養者である被保険者が
死亡した場合または所定の重い後遺障害を被った場合で、19歳未満の
被扶養者がいるときは、子育て支援保険金をお支払いします。

■搭乗者傷害特約（部位・症状別定額払）（オプション）
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障
害を被ったりした場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・重度後遺障害 
保険金・医療保険金をお支払いする特約です。医療保険金のうち治療 
給付金は、医師の治療を受けた場合に1回の事故につき1万円をお支
払いします。医療保険金のうち入通院給付金は、入通院日数が5日以上
となった場合に、傷害の部位と症状別にあらかじめ定めた金額をお支 
払いします。

※1相手自動車（ご契約の自動車と所有者が異なる場合にかぎります。）とその運転者または所有者が確認された場合にかぎり補償されます。
※2契約自動車の盗難事故対象外特約（盗難によって生じた損害である場合は、保険金をお支払いしない特約です。）が付帯されている場合は補償されません。
●「車対車+A」とは、車対車衝突危険限定特約と車両危険限定特約（A）を付帯した車両保険をいいます。

盗難
事故 火災・爆発 台風・たつ巻・

洪水・高潮
落書・
いたずら

物の
飛来・落下

電柱・
ガードレール
に衝突

自転車との
衝突・接触 墜落・転覆

事故例

一般条件

車対車＋A

ご契約
タイプ

●
●※1

●※2

●※2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
× × × ×

● ● ●

他の自動車
との衝突 あて逃げ

単独事故火災・台風など

※① 記名被保険者、② ①の配偶者、③ ①または
②の同居のご親族、④ ①または②の別居の未婚
のお子さまをいいます。

「お客さまご自身およびご家族」
※1 「お客さまご自身およびご家族」とは、次の①から④の方をいいます。

① 記名被保険者、 ② ①の配偶者、③ ①または㈪の同居のご親族、
④ ①または②の別居の未婚のお子さま

※2 「他の自動車」には次の自動車は含まれません（ただし、無保険自動車の運行による事故
の場合を除きます。）。
 ● 次の①から③の方が所有または主に使用する自動車
① 記名被保険者、 ② ①の配偶者、 ③ ①または②の同居のご親族
 ● 二輪自動車・原動機付自転車

※3 「歩行中の自動車事故」は、自動車以外の交通乗用具（自転車・電車・航空機など）との接 
触事故は補償の対象外です。

※4 「自転車など運転中の自動車事故」は、自動車事故以外の交通事故および単独事故は補
償の対象外です。

歩行中の自動車事故※3および
自動車など運転中の自動車事故※4への補償

歩行中の自動車事故※3および
自転車など運転中の自動車事故※4への補償

■地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
　（オプション）
地震・噴火・津波による損害でご契約の自動車がこ
の特約に定める全損になった場合に、地震・噴火・津
波車両全損時一時金として50万円（ただし、車両保
険金額が50万円を下回る場合はその金額としま
す。）をお支払いする特約です。

（注1）この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契
約の自動車の所有権は損保ジャパンに移転しません。

（注2）車両保険のご契約タイプ
が「一般条件」のご契約に
付帯できます。

ロードアシスタンス専用デスク 0120-365-1107®

ご注意 車両保険を一般条件でご契約いただいても普通保険約款では地震・噴火・津波による損害は補償されません。別途、特約の付帯が必要です。

日常・
レジャー使用 業務使用

通勤・
通学使用（注）

ゴールド ゴールド以外

ゴールド免許割引
ご契約期間の初日時点でご契約の自動車を主に使用される方（記名被
保険者）の免許証の色がゴールドの場合、保険料がお得！！

全年齢補償 26歳以上補償 35歳以上補償21歳以上補償

ご家族※以外の方には絶対に運転させない
という方には…

運転者限定特約（本人・配偶者）
記名被保険者ご本人と配偶者以外の方には
絶対に運転させないという方には…

同一の年齢条件
区分であっても、
記名被保険者の
年齢により、保険
料が異なります。

ご注意点
全年齢補償年齢条件区分 21歳以上補償 26歳以上補償 35歳以上補償

ご存知ですか？ 事故の「直接損害」と「間接損害」

その他にも、事故の相手の方が代車を手配する際に生じた費用（間接損害）などさまざま
な費用が発生します。

乗用車が直線道路を走行中、
前方から来たトラックと衝突。
その後、付近の電柱、駐車
場の壁、飲食店に衝突。
どのような損害が生じるの
でしょう？

対人事故高額賠償事例
スピードの出しすぎで停止できず、道路脇を自転車で走行していた
中学生に衝突。
被害者は重傷で今後の自力歩行が困難となり、重度の後遺障害に。

駐車場の壁の
修理費

（直接損害）店舗の
休業損害

（間接損害）

電柱・店舗・
トラックの
修理費

（直接損害）

対物事故高額賠償事例
乗用車が交差点を直進中、
右手から来たトラックと衝突。
その後、付近の駐車場の壁、
電柱、信号機に衝突。

電車と接触して脱線させ、
家屋を損壊

※1「走行不能」とは、自力で走行できない、または道路交通法上運転してはいけない状態をいいます。
※2 パンク時にスペアタイヤを保持されていない場合は、ご契約の自動車に積載されているお客さま所有の簡易修理キットでの応急処置を行います。
●ロードアシスタンス専用デスクにご連絡いただいた場合は、ご契約内容の確認を実施のうえ、ロードアシスタンスを原則キャッシュレスにてご利用いただけます。
●ロードアシスタンスの内容を超過または対象外の作業が発生した場合は、後日、超過分の費用についてお客さまにご請求させていただきます。
●ロードアシスタンスを利用されても、次年度以降の等級および事故有係数適用期間に影響しません。

事故・故障またはトラブルにより走行不
能※1となった場合に、現場ヘ急行し、
レッカーによるけん引を行います。

ただし、ＪＡＦ・業者などを手配される前にロードアシス
タンス専用デスクにご連絡いただき、損保ジャパン指
定の修理工場などへレッカーけん引する場合にかぎ
り、距離が「無制限」となります。お客さまご指定の修
理工場へレッカーけん引する場合の費用は、応急処置
費用と合計で、１事故につき１５万円限度となります。
◆１５万円に相当するレッカーけん引の目安は、普通乗用車の
場合、大手会員制ロードサービス業者における約１８０ｋｍ
のレッカー費用（基本料金・１時間程度の作業料金を含みま
す。）となります（ロードサービス業者、車種により異なる場
合があります。）。

■レッカーけん引
故障やトラブルにより走行不能※1となった場
合に、現場へ急行し、現場にて30分程度で完
了する応急処置を行います。

ただし、レッカーけん引作業費用、応急処置費用と合計での
限度額となります。

■応急処置
燃料切れで走行不能となった場
合に、燃料をお届けします。

■燃料切れ時の給油サービス
事故・故障またはトラブル
により走行不能※1となり、
かつレッカー車などで運
搬された場合に発生した
所定の宿泊・移動費用を
お支払いします。

■宿泊移動サポート

距離　無制限

30分程度

1事故につき　15万円限度
最大10リットルまで無料

パンク時のスペアタイヤ交換※2

溝に落輪した場合の引上げ
（クレーン作業を含みます。）

バッテリー上がり時のジャンピング
（ケーブルをつないでエンジンをスタートさせます。）

キー閉じこみ時の鍵開け
主
な
事
例

現場にて30分程度で対応できないケースについては、作業
費用が有料となる場合があります。

ご注意

1. 1保険年度につき1回かぎり対象となりま
す（JAF会員の場合は、1保険年度につき2
回まで対象となります。）。

2. 自宅駐車場および同等と判断できる保管
場所での燃料切れは対象となりません。

3. ロードアシスタンス専用デスクにご連絡な
く、ご自身でJAF・業者などを手配された場
合は、サービスの対象外となります。

4. 電気自動車およびガソリンや軽油を燃料と
しない自動車の場合は、充電または燃料補
給が可能な場所までのレッカーけん引を行
います（最大30kmまでとなります。）。

ご注意

宿泊費用のお支払い限度額：
1事故1被保険者につき　1万円

移動費用のお支払い限度額：
1事故1被保険者につき　2万円
（タクシー・レンタカーを利用した場合は、

1事故1台につき2万円）

JAF会員向けの優遇サービスを拡大
 • 部品代や消耗品代も対象となります。
　（1保険年度につき1回かぎり、4,000円限度）
 • 燃料切れ時の給油サービスが、1保険年度に
　つき2回まで対象となります。

認定損害額　2億1,900万円

認定損害額　1,644万円 認定損害額　１億2,037万円

ご契約期間の初日において、ご契約者が次のいずれかの方を記名被保険者とし、
2台以上の自動車を1保険証券でご契約になる場合は、台数に応じて「ノンフリー
ト多数割引」として保険料を割り引きます。
● ご契約者
● ご契約者の配偶者
● ご契約者またはその配偶者
の同居のご親族

ノンフリート多数割引

1保険証券のご契約台数 割引率

3台～5台
6台以上

3％
2台 1％

5％

エコカー割引
3%割引
ご契約の自動車が自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）の電気自動車※1、ハイブリッ
ド自動車※2または圧縮天然ガス自動車（CNG車）※3で、ご契約期間の初日の属 
する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月（または初度検査年月）から
13か月以内の場合は、「エコカー割引」として保険料を割り引きます。
※1 電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車（自動車検査証などの「燃

料の種類」欄に「電気」と記載されている自動車）。
※2 内燃機関を有する自動車で、あわせて電気または蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用い

るものであり、かつ自動車検査証などにハイブリッド自動車であることが記載されている自動車。
※3 内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車であり、かつ自動車検査証などの「燃料

の種類」欄に「CNG」と記載されている自動車。
1.福祉車両割引と重ねて適用することはできません。エコカー割引と福祉車両割引の   
適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引（3%）を適用します。

2.ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。
3.登録番号標のない構内専用車などについては、この割引は適用できません。
4.ご契約期間が1年超の長期契約の場合は、保険年度ごとに適用しますので、この割引が
適用されない保険年度も発生します。

ご注意

福祉車両割引
3%割引
ご契約の自動車の消費税が非課税となる福祉車両※である場合は、「福祉車両  
割引」として保険料を割り引きます。
※「福祉車両」とは、消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用物品及びその修理
（平成3年6月7日厚生省告示第130号）」に規定された、消費税が非課税となる自動車のことを
いいます。

1.エコカー割引と重ねて適用することはできません。福祉車両割引とエコカー割引の    
適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引（3%）を適用します。

2.ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。
3.福祉車両割引の適用には確認資料のご提出が必要となります。

ご注意

新車割引
ご契約の自動車が自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）でご契約期間の初日の属 
する月が初度登録年月（または初度検査年月）から25か月以内の場合、保険料 
を割り引きます。

※ご契約期間が1年超の長期契約の場合は、保険年度ごとに適用しますので、この割引が適用され
ない保険年度も発生します。

自家用乗用車（普通・小型）
自家用軽四輪乗用車

対人賠償

8%割引

対物賠償
10%割引
0%

人身傷害・搭乗者傷害

20%割引

車両
6%割引
1%割引

個人所有の自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）、自家用貨物車（小型・軽四輪）、  
自家用普通貨物車（0.5トン以下・0.5トン超2トン以下）、特種用途自動車（キャン
ピング車）の11等級以上のご契約があり、2台目以降の上記用途・車種の自動車
を新たにご契約になる場合で一定の条件を満たすときは、「複数所有新規割引」
として7（S）等級を適用します。

複数所有新規割引（セカンドカー割引）

■ご契約期間の初日が平成24年10月1日～平成25年9月30日のご契約の割増引率
年齢条件
割増引率 28%割引

全年齢補償
10%割引

21歳以上補償
15%割引

26歳以上補償 35歳以上補償

■ご契約期間の初日が平成25年10月1日以降のご契約の割増引率
年齢条件
割増引率 40%割引

全年齢補償
11%割増

21歳以上補償
11%割引

26歳以上補償 35歳以上補償


